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朝霞市基地跡地公園・シンボルロード整備基本計画〔改訂版〕 概要版

「使いながらつくる、
つくりながら考える」

公園づくり

計画地の
早期開放・活用に向けた
柔軟な事業手法の展開

市民、事業者等
と連携した

公園整備、管理・運営
の推進

第２章 公園・シンボルロードのコンセプトと整備の方向性（P12～P47）

当初計画に掲げたコンセプト及び整備の考え方、方針を基本としつつ、

その後に寄せられた市民、関係機関等からの提案・ニーズ等をふまえ、

公園・シンボルロードの整備を通じて「遊び・学び・癒される・憩いの

森」、「人と自然が共存する森」をめざします。また、その実現に向けて、

市民が公園・シンボルロードを守り育てる仕組みをつくっていきます。

あさかの森をつくる

「現状の自然環境を活かし、必要な

手入れを継続的に行うことに

より、自然環境や生物の多様性を

保全します。」

「憩い・遊び・学ぶことのできる

公園にします。」

「自然の中で人々が憩い・遊び・

学ぶための多様なゾーンをつく

り、それぞれの特性に応じた活動

を行う場をつくります。」

「市民と行政が手を取り合い協働

で管理運営を行います。」

「市民が使いながら時間をかけて

手づくりで成長させていく公園

とします。」

「朝霞市の中心的な場所に立地

する緑の拠点として、基地の歴史

と自然を伝えながら市民に愛さ

れる魅力あふれる公園を目指し

ます。」

整備の方針整備の考え方

・朝霞市民の財産となるオープン

スペース

・新たなにぎわい、交流の拠点、

彩夏祭などのイベントの場所

・将来を担う子どもたちの活動の場

・基地の歴史の保存と継承

・既存の緑の保存

・地域の歴史を物語る樹木の保全

・朝霞市の緑の拠点

・生物の多様性の保全

・周辺施設と連携した機能の配置

・市民の憩いの場・健康増進の場

・周辺の公共施設と連携した防災

の拠点

・既存通路の利用・既存の緑の活用

・時間をかけた整備・市民が使いな

がら成長する公園

・市民参加による公園の管理・運営

人と自然が

共存する森

遊び・学び・癒される・

憩いの森

市民が

守り育てる森

平成22年（2010年）3月

の「朝霞市基地跡地公園・シン

ボルロード整備基本計画」（以下

「当初計画」という。）策定以降

に生じた公園・シンボルロード

を取り巻く状況の変化や上位計

画により公園に求められる機能

をふまえ、以下に示す考え方に

沿って計画を見直しました。

◆公園・シンボルロードのコンセプト

第１章 整備基本計画の
見直しについて
（P３～P11）

◆整備基本計画見直しの考え方
公園・シンボルロードの現況と整備に向けた留意事項、市民・関係機関等の提案・ニーズを

ふまえた活動の展開可能性、動線の考え方をふまえ、下図に示す区域ごとに、実現を目指す区

域の将来像と、その実現に向けた留意事項を示します。

（２）朝霞の森・

リトルペンタゴン
市民とともに使いなが

らつくる、遊び、学び、

交流につながる多種多

様な活動の場づくり

（１）エントランスエリア
公園・シンボルロードへのゲートに

ふさわしい、緑とにぎわいの感じら

れる散策、休憩の場づくり

（４）北園路周辺
スズカケノキの並木、

ヤマザクラの下で散

策、休憩を楽しめる場

づくり

（３）中央広場
シンボルロード全体の

にぎわいを創出し、人々

が緑の中で憩える拠点

の形成

（８）南口広場周辺
公園・シンボルロードの

南側のエントランスと

なる空間形成

（６）落葉広葉樹の森
動植物の生息・生育環境

の核となる樹林地、草地

の保全

（７）南の雑木林
森の環境を保全・再生・活用しなが

ら、地域の自然、歴史、文化を体験、

継承する場づくり

◆整備の方向性

公園内の既存道路を活かす動線

将来的に形成する動線のイメージ

主要な出入口・補助的な出入口

土壌汚染区域

鉛及びその化合物

ダイオキシン類 環境基準値超過区域

〃 調査指標値超過区域

公園・シンボルロード
のコンセプト

（５）西口エリア
草地の環境と基地の

遺物・遺構を活かし

た、自然と歴史を学

び、守る活動の起点

となる空間形成
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見直しの考え方
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第３章 整備の進め方（P48～P63） 第４章 管理・運営の考え方（P64～P68）

公園・シンボルロードの整備は、公園用地の取得及び土壌汚染対策に係る国との協議の進捗、

市の財政規模、状況等を考慮し、段階的に進めます。 ◆基本的考え方

◆今後の管理・運営の進め方

全体の管理・運営に関わる組織体と、個別活動

を担う組織体が連携し合いながら、市と協働する

体制を目標とします。

図 協働のイメージ（例）

表 第１期整備及び第２期整備区域の考え方

整備の
段階 整備区域の考え方 目標とする

供用時期
整備区域

第1期
整備

東京オリンピック・パラリンピックのアク

セスルートの一つとして機能させるため

に整備すべきシンボルロード区域

（面積約 2.2ha）

平成 32 年

（2020 年）

春

・シンボルロード B・C ゾーンの歩道

及び自転車通行帯

・シンボルロードＡゾーン及びＢゾー

ン（土壌汚染区域除く）

・北口広場から朝霞の森を結ぶ園路

・公園の北園路

第2期
整備

①公園・シンボルロードの機能向上に寄与

し、②利用者等の安全性が確保でき、③で

きる限り低コストで開放できる区域

⇒朝霞の森に隣接し、土壌汚染区域の影響

が少なく、簡易な整備で開放可能な区域

（面積約 1.8ha）

平成 37 年

（2025 年）

ごろ

・北口広場と朝霞の森を結ぶ園路及び

その周辺の区域

・公園の西側のスズカケノキの並木と

正面園路の間の区域

・南口広場の西側の駐車場・駐輪場

シンボルロード
のゾーン区分
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Ａゾーン

北口広場と朝霞の森を
結ぶ園路と市道643
号線の間の区域を整備

第２期整備

Ｂ・Ｃゾーンの歩道・
自転車通行帯

第１期整備

南口広場については、既存のサクラ

の周囲の草地部分（現状）をそのま

ま活かし、開けた空間を確保

中央広場を含む
Ｂゾーン全体を整備

スズカケノキの並木と
正面園路の間の区域を
開放

市役所前広場（Ａゾー
ン）、北口広場を整備

現在開放している区域

基地跡地暫定利用広場「朝霞の森」

公園の北園路の
早期解放

市民、事業者等が主体的に管理・運営を担っ

ていく「使いながらつくる、つくりながら

考える」方式を基本とする管理・運営

従来の公園・道路の管理方法にとらわれず、

民間活力との連携等、効率的で効果的な

管理・運営を行う新たな枠組みの構築

◆協働に向けた体制の構築 ◆民間活力との連携

①市民主体の管理・運営組織の法人化

 管理・運営組織 

市 

公園・道路 

管理者 

全体の管理・運営に 
関わる組織体 

個別活動を

担う組織 
個別活動を

担う組織 

個別活動を

担う組織 

連携 
連携 連携 

市民、事業者等 

参画 参画 

担い手育成につながる 

仕組みづくり 

協働 

イベント的な 

ボランティア 

活動機会 

市民、事業者等が 

担い手となって実行

するプログラム企画 

・公園・シンボルロードの一部エリアの指定管理を

担うことができる法人化（ＮＰＯ法人等）を検討

②収益施設の誘致と収益を公園整備、管理・
運営に還元する仕組みの構築

・公園・シンボルロードにふさわしく、利用者、

周辺住民の利便に資する施設を誘致

・国から無償管理委託を受けている段階では、

仮設施設による収益事業の社会実験的な試

行を検討

（想定する収益施設の導入エリア）

中央広場

エントランスエリア（市道643号線沿い）

平成 30年度

（2018 年度）
キッチンカー、コン
テナハウス等を利用
した社会実験的な収
益事業実施に向けた
検討

平成 31年度

（2019 年度）

平成 32年度

（2020 年度）

平成 37年
（2025年）

以降

第１期整備

第２期整備

試行

活動の実施継続的な見直し

市民等との協働、民間活力との連携による管理・運営の推進

シンボルロード
暫定供用

第 2 期整備以降の
公園の整備の内容・
スケジュール等の確認

第１期整備区域の管理運
営について市民等と共に
考える組織体発足

市民の関心を高める取組の
実施

市民等が関わる
第１期整備区域の

管理・運営体制の構築

市民協働による管理・運営
組織の法人化

生物多様性の
保全、基地の
遺物・遺構の
保全・活用に
関する専門
家・市民との
検討

（土地に関する国との協
議の目処が立った段階）

民間収益施設の
導入に向けた
市場調査等

東京都水道局の工事終
了後、跡地に駐車場・
駐輪場を整備

延長
約 310m

延長
約 320m

延長約 50m

相
互
連
携
に
よ
る
相
乗
効
果

計画の見直しの
必要性について検討

市民、事業者等との協働に向けた体制の構築、民間活力との連携公園・シンボルロードの整備


